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t主

し

カL

き

中
園
で
は
宋
代
以
後
、
濁
裁
君
主
政
治
機
構
が
出
現
し
、
以
後
こ
の
機
構
は
時
代
を
経
過
す
る
に
伴
っ
て
完
備
工
、
清
代
ま
で
繕
績
す
る
。

濁
裁
政
治
機
構
の
特
色
は
、
あ
ら
ゆ
る
権
力
が
濁
裁
君
主
一
人
に
集
中
し
、
官
僚
や
軍
人
に
劃
し
て
は
、
勺
き
る
だ
け
権
限
を
細
分
し
て
興

ぇ
、
彼
等
の
権
力
が
増
大
し
て
君
主
に
劉
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
よ
う
、
巧
妙
に
住
組
ま
れ
て
い
る
所
に
あ
る
。
し
か
も
、
濁
裁
君
主
は
こ
れ

を
も

っ
て
安
心
せ
ず
、
た
え
ず
彼
等
の
行
動
や
言
鮮
を
、
親
信
す
る
臣
僚
を

-も
っ
て
探
偵
さ
せ
る
所
の
特
殊
な
監
察
の
機
闘
を
設
置
し
て
い

た
。
宋
代
一に
は
監
察
機
欄
と
し
て
櫛
史
蓋
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
表
面
上
の
も
の
で
、
む
し
ろ
寅
際
上
の
間
諜
機
閣
と
し
て
は
、
武
徳
司
・
皇
誠



①
一

司
が
あ
り
、
明
代
に
は
西
廠

?
東
廠
・
錦
衣
衛
な
ど
が
あ
づ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
聞
に
よ
っ
て
、
官
僚
や
軍
人
を
絶

え
ず
監
察
し
、
彼
等
が
職
務
を
充
分
に
果
し
て
い
る
か
、
汚
職
や
不
法
の
行
震
は
な
き
か
、
あ
る
い
は
黛
波
を
結
成
し
て
君
主
に
反
抗
し

J

ょ
う

と
す
る

7

謀
叛
の
兆
は
な
き
か
と
、
つ
ね
に
君
主
は
官
僚
や
軍
入
に
気
を
配
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

監
禁
の
機
関
は
、
中
園
で
は
古
く
か
ら
存
在
し
、
中
園
に
お
け
る
官
制
の
一
つ
の
大
き
な
特
色
を
な
し
て
い
る
が
、
宋
代
以
後
、
監
察
機
関

の
護
達
に
は
、
と
く
に
い
ち
じ
る
し
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

清
朝
で
も
、
前
代
の
制
を
う
け
、
都
察
院
な
ど
の
ご

と
く
、
官
制
上
の
監
察
機
関
が
存
在
し
た
が
、
{
木
明
な
ど
の
ご
と
く
、
特
別
な
間
諜
機
関
は
な
い
。
こ
れ
は
清
朝
官
制
の
-
つ
の
特
色
切で
あ

る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
清
朝
で
は
官
官
-な
ど
を
使
わ
な
い
で
も
、
素
朴
な
満
洲
人
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
満
洲
人
に

よ
り
漢
人
官
僚
を
議
察
し
て
監
奮
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
潅
正
帝
が
い
わ
ゆ
る
奏
摺
政
治
を
始
め
、
知
府
以
上
の
官
に

は
‘
天
子
に
た
え
ず
奏
摺
(
天
子
へ
の
親
展
朕
〉
を
上
ら
せ
、
官
僚
や
軍
人
を
相
互
に
監
察
さ
せ
あ
っ
た
こ
と
が
、
宋
明
の
ご
と
き
特
別
な
間

諜
機
聞
を
設
置
す
る
必
要
を
認
め
さ
せ
な
か

っ
た
ら
し
い
。
然
ら
ば
、
天
子
は
た
だ
奏
摺
だ
け
に
よ

っ
て
、
官
僚
や
軍
人
を
監
察
し
て
い
た
か

と
い
う
に
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
宋
明
の
ご
と
く
、
天
子
直
属
の
間
諜
機
関
こ
そ
は
設
置
し
な
か

っ
た
が
、
時
に
謄
じ
て
天
子
の
最
も
信

頼
す
る
者
を
密
偵
と
し
て
遁
わ
し
、
官
僚
や
軍
人
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
事
象
や
事
件
に

つ
い
て
情
報
を
入
手
し
、

官
僚
や
軍
人
に
射
し
て
、
天

子
の
に
ら
み
を
き
ァ
か
せ
て
い
た
。
そ
の
任
に
嘗
っ
て
い
た
の
が
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
侍
衛
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
侍
衛
の
出
自
や
職

務
、
社
舎
的
地
位
、
性
格
な
ど
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
予
こ
れ
が
清
朝
の
濁
裁
権
と
ど
う
い
う
関
係
を
も
っ
て
い
た
か
を
、
具
睦
的
に
考
察
し

ょ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

侍

衛

の

職

務

大
清
(
光
緒
)
舎
典
事
例
巻
「
五
四
三
、
侍
衛
慮
に
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圏
一羽
入
旗
持
士
・
を
臥
て
海
内
を
卒
定
一す。

鍍
黄
・
正
賞
・
正
自
の
三
旗
は
、
皆
天
子
の
自
ら
鴇
い
る
所
な
り
。
愛
に
其
の
子
弟
一を
扮
び
、

-39ー



16() 

命
じ
て
侍
衛
と
日
ぅ
。

用
て
随
侍
宿
直
に
備
う
。

統
ぶ
る
に
動
戚
の
大
臣
を
以
て
す
。

而
し
て
宗
室
の
秀
、

外
藩
の
侍
子
も
亦
環
列
に

選
預
す
る
を
得
た
り
。
九
て
殴
廷
に
輪
直
す
。
領
侍
衛
内
大
臣
等
を
以
て
之
を
総
統
す
。
其
侍
衛
等
、
更
番
輪
直
す
る
こ
と
凡
て
六
班
な

り
。
班
ご
と
に
両
翼
に
分
ち
、
乾
清
門
・
内
右
門
・
神
武
門
・
寧
清
門
に
宿
衛
す
る
を
内
班
と
な
し
、
太
和
門
に
宿
衛
す
る
を
外
班
と
な

す
。
行
幸
・
駐
蝉
・
宿
衡
は
宮
禁
の
制
の
如
し
。

と
あ
り
、
侍
衛
の
職
務
は
、
宮
中
の
殿
廷
に
宿
直
し
て
こ
れ
を
護
衛
し
、
天
子
が
行
幸
す
る
際
に
は
、
こ
れ
に
慮
従
し
て
、
天
子
を
護
衛
す
る

に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
清
稗
類
紗
巻
二
七
、
領
侍
衛
内
大
臣
の
篠
に
は
、
侍
衛
の
種
類
に
つ
い
て

趨
走
に
供
す
る
者
を
御
前
侍
衡
と
日
い
、
梢
ミ
次
な
る
者
を
乾
清
門
侍
衡
と
日
い
、

日
に
禁
廷
の
左
右
に
侍
し
、

宮
門
に
値
宿
す
る
者

を
、
統
べ
て
三
旗
侍
衡
と
白
う
。

と
見
え
て
い
る
。

宮
門
・
般
廷
を
宿
衛
す
る
侍
衡
の
外
に
、
も

っ
と
も
天
子
に
親
近
し
、

そ
の
使
令
に
供
す
る
御
前
侍
衡
の
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
天
子
の
濁
裁
権
助
長
に
、
も
っ
と
も
闘
係
の
あ
る
の
は
、
こ
の
御
前
侍
衡
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
主
と
し
て
、

の
侍
衡
が
、
い
か
な
る
職
務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
を
中
心
に
、
濁
裁
縫
と
の
関
係
を
考
え
て
見
ょ
う。

H 

」
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清
稗
類
紗
巻
五

O
、
七
額
鮒
南
手
抱
成
徳
に

嘉
慶
の
時
、
成
徳
、
刺
を
行
い
、
仁
宗
の
園
明
園
に
駕
宰
す
る
時
を
伺
い
、

弊
か
に
一

袖
箭
を
援
す
。

一
侍
衛
、
箭
の
来
る
を
見
る
も
禦

ぐ
に
及
ば
ず
。
靴
ち
身
を
以
て
御
座
を
覆
う
。
箭
、
胸
を
洞
し
て
死
す
。
七
額
附
努
に
あ
り
、
急
に
両
手
を
も
っ
て
成
徳
を
抱
く
。
衆
侍

衡
、
筆
趨
し
て
之
を
持
す
。
乃
ち
捕
に
就
く
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
巻
四
七
、
洛
翰
削
指
衛
上
に

太
姐
創
業
の
初
、
洛
翰
な
る
者
あ
り
。
本
と
劉
姓
、
傭
を
も
っ
て
遼
に
至
る
。
初
め
建
州
に
給
事
し
、
頗
る
勤
倹
な
り
。
勇
カ
あ
り
、
抜

ん
で
て
侍
衡
と
な
す
。
腕
冗
羅
某
抜
く
。
夜
、
思
を
懐
ろ
に
し
、
太
組
の
寝
帳
に
入
る
。
洛
、
究
り
て
手
を
も
っ
て
之
を
格
す
。
四
指
皆
落

っ
。
卒
に
上
を
衡
り
て
出
ず
。
後
な
お
よ
く
鋭
を
執
り
て
敵
を
禦
ぐ
。
太
組
之
を
嘉
す
。
侍
る
こ
ど
左
右
の
手
の
如
し
。



と
あ
り
、
ま
た
同
書
巻
一
一
、
高
宗
南
巡
禁
衛
之
最
に

御
舟
卒
敏
一
ナ
を
過
ぐ
。
南
岸
市
塵
、
櫛
比
鱗
次
す
。
た
ま
た
ま
一
女
子
絡
に
炊
が
ん
と
す
。
棲
顕
に
お
い
て
石
を
鎖
し
て
火
を
取
る
。
火
光

い
う
し
ゃ
く

摺
燦
と
し
て
定
ま
ら
ず
。
御
前
侍
街
、
之
を
見
て
お
も
え
ら
く
、
逆
謀
を
潜
蓄
し
、
賂
に
危
き
こ
と
、
歯
簿
に
及
ば
ん
と
す
と
。
連
か
に

舟
中
よ
り

一
箭
を
震
す
。
女
、
迭
に
弦
に
麿
じ
て
死
す
。

主
あ
る
侍
衛
は
、
天
子
の
側
近
に
侍
る
者
で
あ
る
か
ら
、
み
な
御
前
侍
衛
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
御
前
存
衛
の
も
っ
と
も
重
要
な

職
務
の
一
つ
は
、
天
子
に
側
近
し
て
そ
の
身
を
護
衛
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。

ま
た
侍
衛
は
常
に
天
子
に
側
近
し
て
い
る
関
係
上
、
天
子
か
ら
重
要
な
職
務
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。

1
1

清
聖
租
寅
銭
巻

二
二
八
、
康
照
四
十
六
年
二
月
笑
卯
の
篠
に

一
等
侍
衛
馬
武
等
に
命
じ
、
河
道
徳
督
張
鵬
閣
に
俸
識
せ
し
め
て
日
く
、
河
工
効
力
人
員
内
、
精
ヒ
観
る
べ
き
者
あ
ら
ば
、
猶
お
河
上
に

容
溜
せ
し
む
べ
し
。
云
云
。

-41-

と
あ
り
、
同
書
巻
二
三
四
、
康
照
四
十
七
年
九
月
庚
辰
の
僚
に
は

近
御
侍
街
呉
什
等
に
命
じ
、
諸
大
臣
・
侍
衛
及
び
官
兵
人
等
に
俸
識
せ
し
む
。

と
あ
り
、
ま
た
高
宗
寅
録
巻
三
三
二
、
乾
隆
十
三
年
十
二
月
甲
子
の
僚
に
も

識
す
。
前
に
侍
衡
那
寅
に
命
じ
、
旨
を
費
し
て
尚
書
箭
赫
徳
に
交
し
、
前
親
を
持
て
軍
前
に
幣
往
せ
し
め
、
経
略
大
皐
土
停
直
を
舎
同
し

て
審
明
し
、
軍
門
に
お
い
て
法
を
正
さ
し
む
。
云
云
。

と
あ
る
よ
う
に
、
天
子
は
侍
衛
に
上
誌
を
臣
僚
に
俸
え
し
め
て
い
る。

因
み
に
那
賀
は
潅
正
帝
の
三
羽
烏
の

一
人
と
い
わ
れ
た
鄭
爾
泰
の
子
で

あ
る
。
以
上
は
敷
例
を
示
し
た
の
に
す
、ぎ
ぬ
が
、
侍
衛
が
上
誌
を
停
達
し
た
例
は
無
数
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
清
稗
類
紗
巻
一

一
、
聖
租
六
巡
江
漸
の
僚
に

1(;1 

第
二
次
南
巡
は
己
巳
二
月
初
三
日
た
り
。
:
ぺ
:
蘇
州
の
士
民
劉
廷
棟
・
松
江
土
民
張
三
才
等
、
地
に
伏
し
て
疏
を
準
め
、
蘇
松
の
浮
糧
を
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減
、
ぜ
ん
こ
と
を
請
う
。
侍
衡
に
命
じ
、
牧
準
せ
し
め
、
九
卿
科
遁
に
識
し
て
禽
議
せ
し
む
。

と
見
え
、
聖
組
が
南
巡
し
た
際
、
蘇
松
の
土
民
が
上
奏
文
を
上
り
、
浮
糧
の
軽
減
を
請
う
た
時
、
侍
衡
を
し
て
そ
の
疏
を
牧
納
さ
せ
て
い
る
。

な
お
大
清
曾
典

(
光
緒
〉

巻
入
二
、
侍
衛
慮
の
僚
に
も

協
理
事
務
侍
衡
班
領
十
有
二
人
。
:
:
:
章
奏
文
移
を
掌
る
。

と
あ
り
、
侍
街
が
章
奏
を
掌
っ
た
こ
と
を
俸
え
て
い
る
。
章
奏
を
掌
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
天
子
の
信
頼
が
な
け
れ
ば
で
き
ぬ
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
侍
衛
が
上
誌
を
惇
達
し
、
章
奏
を
牧
納
す
る
を
掌
っ
た
と
い
う
事
寅
は
、
天
子
と
侍
衛
と
の
関
係
を
考
え
る
上
に
お
い
て
、

重
要

な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。

な
お
侍
衡
は
天
子
に
親
近
し
て
い
る
関
係
上
、
天
子
の
使
者
と
し
て
波
遣
さ
れ
る
こ
と
が
、

し
ば
し
ば
あ

っ
た
。
高
宗
貫
録
巻
七
九
三
、
乾

隆
三
十
二
年
八
月
辛
巳
の
僚
に

上
、
侍
街
索
諾
ホ
策
凌
を
遣
わ
し
、
避
暑
山
荘
の
皇
太
后
行
宮
に
赴
き
、
安
き
を
問
わ
し
む
。

と
あ
り
、
乾
隆
帝
は
、
侍
衡
を
皇
太
后
の
行
宮
に
遣
わ
し
、
機
嫌
を
伺
わ
し
め
て
い
る
。
ま
た
聖
組
貫
録
巻
一
一
一
玉
、
康
照
四
十
三
年
三
月
己

- 42ー

巴
の
僚
に

乾
清
門
侍
衛
武
格
に
命
じ
、
海
を
渡
り
て
普
陀
山
に
在
き
準
香
せ
し
む
。
回
る
時
、
便
に
乗
じ
て
往
い
て
天
台
山
を
看
し
む
。

@
 

と
あ
り
、
康
照
帝
は
、
侍
衛
武
格
を
普
陀
山
に
遣
わ
し
準
香
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
侍
衡
が
天
子
の
私
生
活
に
も
関
係
し
て
い
た
こ
と

は
、
侍
衡
が
天
子
の
腹
心
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
侍
衝
は
し
ば
し
ば
重
要
な
任
務
に
つ
け
ら
れ
る
。
高
宗
貫
録
巻
一

三
九

O
、
乾
隆
五
十
六
年
十

一
月
壬
午
の
僚
に

識
す
。
崇
文
門
正
監
督
の
事
務
は
、

著
し
て
杢
林
を
汲
し
て
管
理
せ
し
め
た
り
。

査
林
は
現
に
成
都
賂
軍
を
授
け
、
西
裁
に
涯
往
し
て
軍

務
を
排
理
せ
し
む
。
あ
ら
ゆ
る
崇
文
門
の
事
務
は
、
伊
が
姪
、
御
前
侍
衛
恵
倫
に
著
し
て
代
俳
せ
し
め
よ
。

と
あ
り
、
北
京
崇
文
門
監
督
の
事
務
を
、
歪
林
が
成
都
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
後
、
そ
の
症
、
御
前
侍
帯
恵
倫
に
そ
の
代
緋
を
命
じ
て
い
る
。
崇



文
門
の
関
税
は
帝
室
の
財
政
に
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
高
宗
{
貫
録
巻
一

O
六
八
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
戊
午
の
僚

軍
機
大
臣
等
に
議
ず
。
伊
勤
圏
の
奏
に
擦
る
に
稽
す
ら
〈
、

排
事
大
臣
を
し
て
管
理
せ
し
め
ん
。
土
爾
属
特
の
瀞
牧
は
、
人
衆
く
事
繁
し
。
請
う
ら
く
は
、
侍
衡
を
涯
し
て
管
理
せ
し
め
ん
。
」
:
:
:臆

「恰
捌
沙
爾
に
て
は
回
商
雑
庭
し
、
痛
盗
闘
殴
事
件
あ
り
。
請
う
ら
く
は、

に
奏
す
る
所
仲
如
く
す
べ
し
と
。

と
あ
り
、
土
爾
庫
特
の
滋
牧
を
、
侍
衡
を
し
て
管
理
さ
せ
て
い
る。

土
爾
属
特
は
乾
隆
三
十
六
年
に
来
関
し
た
が
、
清
朝
で
は
新
種
の
経
営
を

始
め
、
も
っ
と
も
こ
れ
に
注
意
を
操
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

以
上
、
侍
衝
は
天
子
に
近
侍
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
天
子
の
私
的
な
乃
至
は
幅
一
要
な
公
的
な
使
令
に
供
せ
ら
れ
、
、
あ
る
い
は
と
く
に
緊
要

な
J

職
務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
し
か
し
、
清
朝
の
天
子
が
侍
衡
に
も
っ
と
も
期
待
し
た
と
こ
ろ
は
、
間
諜
と
し
て
の
役

侍

衛

と

監

察

- 43一

割
を
果
た
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
清
朝
で
は
臣
僚
に
奏
摺
を
上
ら
せ
、
民
政
、
軍
事
、
臣
僚
の
人
物
、
物
債
、

天
候
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
つ

い
て、

逐

一
天
子
に
報
告
さ
せ
た
。
し
か
し
、
清
朝
の
天
子
は
、
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
に
は
信
用
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
、
清
朝
の
天

子
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
侍
衛
を
波
遣
し
)
あ
る
い
は
、
ひ
そ
か
に
潜
入
さ
せ
て
情
報
を
入
手
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
天
子
は
臣
僚
の
報
告
よ
り

も
、
む
し
ろ
侍
衝
の
報
告
を
信
用
し
た
ら
し
い
。
侍
衝
の
報
告
に
基
づ
い
て
、
政
策
の
饗
更
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
高
宗
貫
録
巻
六
六
回
、

乾
隆
二
十
七
年
五
月
己
亥
の
僚
に
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寧
機
大
臣
等
に
識
す
。
前
に
京
師
の
豆
債
昂
貴
す
る
に
よ
り
、
是
を
以
て
旨
を
降
し
、
奉
天
各
廃
に
於
い
て
五
高
石
を
購
買
し
、
海
運
ーに

ま
り
搭
解
し
て
京
に
来
り
雇
用
せ
し
め
ん
と
す
。
今
、
侍
衛
瑚
什
の
奏
に
撮
る
に
奏
す
ら
く
、
奉
天
一
帯
、
亦
た
雨
水
梢
ヒ
多
き
に
よ
り
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道
路
泥
浮
し
、
現
在
田
禾
の
問
、
被
流
の
庭
あ
り
等
の
語
あ
り
。

と
あ
り
、
京
師
の
豆
慣
が
騰
貴
し
た
の
で
、
奉
天
各
属
か
ら
五
寓
石
を
購
買
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
侍
衛
瑚
什
が
、
奉
天
で
は
降
雨

が
多
く
、
道
路
泥
湾
し
、
運
搬
に
不
便
で
あ
る
と
奏
し
た
。
恐
ら
く
天
子
は
、
奉
天
で
は
豆
類
の
生
産
が
多
く
、

豆
慣
が
賎
し
い
と
い
う
臣
僚

の
報
告
に
基
づ
い
て
、
購
買
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
果
し
て
購
買
が
可
能
な
り
や
否
や
を
調
査
す
る
た
め
に
、
侍

街
を
汲
遁
し
た
か
、
あ
る
い
は
何
か
の
序
に
、
侍
衡
に
調
査
を
命
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
侍
衡
の
報
告
に
基
づ
き
、
天
子
は
さ
ら
に
、
軍

機
大
臣
に
購
買
の
方
法
を
考
慮
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。

清
代
に
は
蒙
古
民
族

・
回
族
が
、

し
ば
し
ば
反
蹴
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
等
の
内
部
の
情
勢
を
探
知
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
ら

し
く
、
そ
の
た
め
に
、
侍
衡
が
し
ば
し
ば
振
遣
さ
れ
て
い
る
。
高
宗
貫
録
巻
五
九
七
、
乾
隆
二
十
四
年
九
月
辛
未
の
僚
に

回
り
奏
す
ら
く
、
逆
賊
布
技
腿
敦

・
穫
集
占
、
倶
に
巴
達
克
山
の
人
に
撃
獲
せ
ら
る
等

兆
恵
の
奏
に
稿
す
ら
く
、
差
往
探
信
の
侍
衛
等
、

と
あ
り
、

ま
た
同
書
巻
四
九

O
、
乾
隆
二
十
年
六
月
丁
未
の
僚
に

-44， ー

の
語
あ
り
と
。
看
来
す
る
に
二
賊
捕
え
ら
る
る
の
情
事
、
質
に
属
す
。

識
し
て
日
く
、
侍
衛
集
一
摘
、
京
に
回
り
て
奏
稽
す
ら
く
、
薩
噺
勤
、
伊
が
子
の
信
息
を
聞
知
す
る
も
、
惟
だ
達
瓦
斉
を
追
摘
す
る
を
以
て

事
と
な
し
、
並
び
に
未
だ
人
を
遣
わ
し
て
往
尋
せ
し
め
ず
等
の
語
あ
り
。
薩
明
勤
、
出
力
奮
勉
し
、
私
事
を
以
て
公
を
腰
せ
ず
。
貧
に
能

く
、
明
ら
か
に
大
義
を
暁
る
。
朕
心
に
深
く
嘉
予
を
な
す
。

と
見
え
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
同
書
巻
四
八
六
、
乾
隆
二
十
年
二
月
乙
丑
の
僚
に

現
在
、
侍
街

・
奔
唐
阿
甚
だ
多
し
。
若
し
四
・
五
蓋
の
聞
に
於
い
て
、
侍
衛

・
拝
唐
阿
を
も
っ
て
、

一
員
を
安
設
し
、
往
来
馳
遁
を
約
束

と
あ
り
、 稽

査
せ
し
む
れ
ば
、
甚
だ
有
益
と
な
す
。
薩
明
勤
等
、
即
ち
旨
に
遭
い
て
排
理
せ
よ
。

③
 

四
・
五
蓋
の
聞
に
侍
衛
・
拝
唐
阿
を
設
置
し
て
馳
遁
を
稽
査
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
も
、
蒙
古
族
ーの
反
範
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
来
降
し
た
鴎
爾
丹
の
使
者
、
が
蹄
る
時
、
侍
衡
を
遣
わ
し
て
い
る
の
は
、
彼
等
を
監
視
し
て
内
地
の
秘
密
が
漏
洩
す
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う



と
し
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
清
朝
の
天
子
は
外
民
族
の
事
情
を
探
偵
す
る
に
、
侍
衛
を
用
い
た
が
、
自
園
の
軍
隊
や
官
僚
を
議
察
す
る
に
も
侍
衛
を
利
用
し

た
。
そ
の
識
察
は
更
に
き
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
濁
裁
君
主
の
基
盤
を
な
す
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
高
宗
賓
録
巻
三
二
九
、

乾
隆
十
三
年
十
一
月
戊
辰
の
僚
に

侍
衛
、
京
兵
を
監
す
。

と
あ
り
、
同
書
、
同
年
同
月
葵
酉
の
僚
に
も

侍
街
、
官
兵
を
約
束
す
。

と
見
え
て
い
る
が
、

さ
ら
に
同
書
巻
九
二
ハ
、
乾
隆
三
十
七
年
八
月
丁
未
の
僚
に
は

識
す
。
厄
魯
特
内
、
年
力
強
批
に
し
て
曾
て
出
兵
を
経
た
る
者
、
著
し
て
三
十
名
を
棟
選
し
て
御
前
侍
衛
徳
爾
森
保
・
普
爾
普
に
渡
し
、

十
五
名
を
槽
領
し
て
西
路
軍
管
に
往
か
し
め
、
乾
清
門
侍
衛
三
保
・
玉
魯
斯
は
十
五
名
を
帯
領
し
て
、
南
路
軍
経
由
に
往
か
し
め
よ
。

と
あ
り
、
侍
衛
を
各
軍
営
に
汲
遣
し
て
い
る
が
、

い
‘
ず
れ
も
軍
隊
を
監
察
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
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官
僚
の
不
正
審
査
の
た
め
に
も
、
侍
衡
が
波
遣
さ
れ
た
。
高
宗
貫
録
巻
六
四
、
乾
隆
三
年
三
月
甲
寅
の
僚
に

識

す

。

朕

、

聞

き

得

た

る

に

、

康

東

盟

運

使

陳

鴻

照

、

盟

務

を

管

理

し

て

よ

り

以

来

、

巧

取

し

て

私

を

営

み
、
利
、
捜
さ
ざ
る
は
な
し
。
商
人
納
帥
の
時
に
嘗
る
ご
と
に
、
鴻
照
並
び
に
額
に
照
ら
し
て
銀
を
牧
め
ず
、
即
ち
瞳
引
を
給
獲
す
る

を
行
い
、
名
づ
け
て
控
嗣
と
日
う
。
瞳
触
を
消
筈
し
、
税
債
を
完
う
す
べ
き
の
時
に
嘗
る
に
及
ん
で
、
ま
た
教
に
照
ら
し
て
交
牧
せ
ず
、

空
文
存
案
す
と
虚
報
す
。
名
づ
け
て
控
債
と
日
う
。
総
べ
て
各
商
を
し
て
、
躍
に
納
む
べ
き
の
納
税
銀
南
を
も
っ
て
、
外
に
あ
り
て
借
運

せ
し
む
。
獲
利
の
後
に
治
ん
で
、
正
数
を
も
っ
て
原
款
を
蹄
還
し
、
徐
利
は
禁
牧
し
て
己
に
入
る
。
寛
に
朝
廷
の
正
項
の
銭
糧
を
以
て
蓮

使
放
債
の
資
本
と
な
す
。
積
年
獲
る
所
、
貨
ら
れ
ず
。
日
一
つ
動
も
す
れ
ば
各
商
に
向
っ
て
撮
涯
し
、
一
を
用
て
十
を
指
し
、
端
を
籍
り
て

利
を
網
し
、
以
て
私
案
に
充
つ
。
:
:
:
朕
訪
問
す
る
に
此
の
如
し
。
陳
鴻
回
一
・
王
元
植
は
倶
に
著
し
て
草
職
せ
し
め
よ
。
兵
部
侍
郎
呉
監

与
に
あ
る
こ
と
十
有
徐
年
、

165 
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素
・
侍
衛
安
寧
を
差
し
、
馳
騨
し
て
贋
東
に
前
往
せ
し
め
、
貧
劣
の
各
款
を
も
っ
て
、
巌
審
定
擬
具
奏
せ
よ
。

と
見
え
る
。
康
東
瞳
蓮
使
陳
鴻
回
一
ら
の
汚
職
事
件
を
審
査
す
る
た
め
に
、
欽
差
臭
臆
棄
と
と
も
に
、
侍
衛
安
寧
を
波
遣
し
て
い
る
。
欽
差
大
臣

の
ほ
か
に
、
侍
衡
を
汲
遣
し
た
の
は
、
欽
差
大
臣
を
さ
ら
に
監
督
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
書
巻
三
六
回
、
乾
隆
十
五
年
五
月
辛
亥
の
僚

-一え・勺

識
す
。
科
場
は
才
を
倫
ぶ
の
大
奥
た
り
。
向
き
に
土
子
、
懐
挟
弊
を
作
し
、
傍
倖
を
希
園
す
る
に
よ
り
、
院
、
乾
隆
九
年
に
於
い
て
、
特

に
大
臣
侍
衛
等
の
官
を
汲
し
、
巌
に
捜
検
を
行
わ
し
め
た
り
。

と
あ
り
1

科
場
の
不
正
を
巌
査
す
る
た
め
に
、
大
臣
と
と
も
に
侍
衝
を
涯
遣
し
て
い
る
。

か
よ
う
に
政
治
上
の
不
正
事
件
を
摘
癒
し
、
こ
れ
を
審
査
す
る
た
め
に
、
侍
衛
が
波
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

官
僚
は
と
か
く
黛
汲
を
作
り
が
ち
で
、
賄
賂
に
よ
っ
て
不
正
事
件
を
に
ぎ
り
つ
ぶ
し
た
り
、
審
査
に
手
加
減
を
加
え
る
や
も
量
り
が
た
い
。
そ

こ
で
、
監
査
を
行
な
う
官
僚
の
目
付
役
と
し
て
、
更
に
天
子
の
親
信
す
る
侍
衡
を
遣
わ
し
て
、
彼
等
を
監
視
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

濁
裁
君
主
の
権
力
を
支
え
る
基
盤
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

軍
陵
と
官
僚
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
民
と
接
燭
し
、
軍
隊
の
俸
給
等
を
人
民
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か
ら
徴
牧
し
、
財
政
を
管
理
す
る
の
は
官
僚
で
あ
る
。
そ
こ
で
官
僚
は
と
か
く
腐
敗
し
易
く、

税
金
を
横
領
し
、

議
波
を
組
ん
で
不
正
を
隠
蔽

す
る
。
政
治
が
う
ま
く
ゆ
く
か
ど
う
か
は
、
官
僚
に
人
を
う
る
か
ど
う
か
に
懸
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
薙
正
帝
も

①
 

用
人
の
関
係
は
、
更
に
理
財
の
上
に
あ
り
。

と
い
っ
て
、

政
務
の
緋
ぜ
ざ
る
を
患
う
る
必
要
は
な
い
と
言
い
き
っ
て
い
る
。

は
、
こ
う
い
う
考
え
に
立
っ
て
、
天
下
に
君
臨
し
た
。
薙
正
株
批
議
旨
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば
薙
正
帝
が
信
頼
す
る
臣
僚
に
射
し
て
、
他
の
臣

い
か
に
薙
正
帝
が
、
醇
良
な
官
僚
の
登
用
に
苦
心
し
℃
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
務
正
帝
は

立
波
な
官
僚
を
任
用
す
れ
ば
、

財
政
の
理
ま
ら
ず
、

礎
知
正
帝

僚
の
人
物
評
論
を
求
め
て
い
る
の
は
、

官
僚
の
人
物
を
調
査
す
る
た
め
に
、
侍
衛
を
使
用
し
た
。
噺
亭
雑
録
巻
一
、
察
下
情
に

難
正
の
初
、
上
、
允
躍
が
輩
、

逆
謀
を
深
蓄
し
、

社
理
を
傾
危
せ
ん
と
す
る
に
よ
り
、

故
に
綻
騎
遅
察
の
人
を
設
け
、

四
出
偵
調
せ
し



む
。
凡
そ
闇
閣
の
組
故
も
、
上
達
せ
ざ
る
は
な
し
。
:
:
:
王
殿
元
(
雲
錦
)
元
与
に
於
い
て
、
戚
友
と
同
を
知
子
酔
を
な
す
。
忽
ち
一
葉

を
失
う
。
次
日
朝
に
趨
く
。
上
問
う
に
夜
間
何
を
以
て
歓
を
な
す
と
。
王
買
を
以
て
劉
う
。

上
笑
い
て
日
く
、
暗
室
を
歎
か
ず
。
員
に
献

(
清
朝
野
史
大
観
各
て
薙
正
時
運
察

元
郎
な
り
。
因
り
て
袖
中
よ
り
葉
を
出
L
て
之
を
示
す
。
即
ち
主
、
夜
間
に
失
う
所
の
葉
な
り
。

之
巌
一

一同
)

と
い
う
、
興
味
深
い
話
を
載
せ
て
い
る
。
提
騎
遅
察
の
人
と
は
侍
衛
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
同
書
に
は
、
績
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
事

を
載
せ
て
い
る
。

王
制
府

(
士
俊
)
都
を
出
ず
。
張
文
和
公

(
廷
玉
)
、
一
健
僕
を
薦
む
。
供
役
甚
だ
謹
し
む
。
後
、
王
、
勝
に
陛
見
せ
ん
と
す
。
其
の
僕
、

預
め
鮮
去
せ
ん
と
す
。
王
何
故
か
を
閉
会
。
僕
日
く
。
汝
数
年
、
大
谷
無
し
。
吾
も
亦
京
に
入
り
聖
正
面
し
、
以
て
汝
の
た
め
に
先
ず
地

を
容
れ
ん
と
。
始
め
て
侍
衛
某
な
る
こ
と
を
知
る
。
上
、
遣
わ
し
て
以
て
王
の
劣
蹟
を
偵
す
る
な
り
。
故
に
人
畏
慢
を
懐
き
、
敢
て
建
意
、

(
同
前
)

に
帰
す
な
き
な
り
。
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ま
た
清
朝
野
史
大
観
巻
て
薙
正
時
遅
察
之
巌
こ
に
は

〔
周
人
蹟
〕
潅
正
丁
未
の
準
土
な
り
。
躍
部
主
事
を
以
て
、
四
川
に
硯
皐
す
町
三
年
操
守
潔
く
、
有
且
無
し
。
是
れ
よ
り
先
、
本
部
堂

官
、
一
僕
を
薦
む
。
甚
だ
勤
敏
な
り
。
任
満
つ
る
に
至
り
、
数
ヒ
先
に
行
か
ん
こ
と
を
請
う
。
公
団
く
、
我
即
日
京
に
回
り
覆
命
せ
ん
と

な
ん
じ

す
。
若
嘗
に
随
往
す
べ
し
と
。
其
人
日
く
、
我
も
亦
京
に
回
り
覆
命
せ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
公
驚
い
て
詞
う
。
乃
ち
日
く
、
某
は
寅
に
侍

衛
某
な
り
。
特
に
来
り
て
公
を
伺
う
。
公
の
考
試
好
し
。
某
賂
に
期
に
先
ん
じ
て
奏
聞
せ
ん
と
。
公
鯖
る
。
果
し
て
褒
旨
を
蒙
る
。

四
川
皐
政
周
人
臨
の
勤
務
振
り
を
、
侍
衛
が
三
年
に
わ
た
っ
て
、
監
視
し
て
い
た
話
し
を
停
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
外

に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
以
上
の
諸
例
か
ら
も
分
る
ご
と
く
、
薙
正
帝
怯
侍
衡
を
諸
方
に
潜
入
源
遣
し
、
官
僚
の
勤
務
の
朕
態
や
日
常
生
活
の
有

様
を
、
鰍
密
に
念
入
り
に
監
視
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
臣
僚
の
勤
務
朕
況
は
手
に
取
る
よ
う
に
、
権
推
正
帝
に
俸
え
ら
れ
た
の
で
、
臣

僚
は
踊
障
と
し
て
侍
衡
の
議
察
を
お
そ
れ
、
官
紀
が
粛
清
さ
れ
た
。
薙
正
時
代
の
綱
紀
の
振
粛
、
濁
裁
権
伸
張
の
背
景
に
は
、
侍
衡
の
間
諜
が

の
ご
と
く
、
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大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
侍
街
は
い
ろ
い
ろ
の
方
面
の
議
察
に
使
用
さ
れ
た
。
聖
租
貫
録
巻
二
ハ
三
、
康
回
一
三
十
三
年
五
月
丁
巳
の
僚
に

識
す
。
内
大
臣

・
庖
一
従
の
衛
士
、
魚
貫
し
て
行
く
。
民
田
を
践
踏
す
る
を
得
る
無
か
れ
。
著
し
て
侍
衡
等
を
汲
し
て
査
巌
せ
し
む
。

と
あ
り
、
巡
幸
の
際
、
属
従
の
街
士
が
民
団
を
践
踏
せ
し
ゃ
否
や
と
い
う
些
細
な
こ
と
ま
で
、
侍
街
を
涙
し
て
巌
査
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
世
宗

質
銀
巻
七
九
、
難
正
七
年
三
月
戊
午
の
僚
に

識
す
。
従
前
麗
ミ
議
旨
を
降
し
、
賂
博
を
禁
止
す
。

京
域
内
外
、
稽
査
甚
だ
巌
な
り
。

聞
く
に
、

逼
州
天
津
に
潜
往

務
手
不
法
の
徒
、

し
、
公
然
と
禁
を
犯
し
緊
賭
す
。
其
賂
具
の
従
り
て
来
る
所
、
有
司
も
亦
た
究
開
せ
ず
。
又
京
城
の
如
き
、

宰
牛
闘
難
及
び
鶴
鶏
を
畜
養

す
る
等
の
事
を
禁
止
す
。
而
も
無
頼
の
輩
は
、
則
ち
通
州
天
津
地
方
に
於
い
て
、
伺
お
敢
て
撞
に
耕
牛
を
宰
し
、
闘
局
を
私
闘
す
る
も
、

文
武
官
吏
は
漫
と
し
て
魔
察
す
る
な
し
。

:
:
:
通
州
に
倉
傷
侍
郎
街
門
あ
り
。
叉
副
将
の
駐
割
す
る
あ
り
。
均
し
く
嘗
に
知
州
等
と
一
睡

に
管
理
す
ベ
し
。
稽
査
違
禁
等
の
事
、
健
し
寅
心
に
稽
査
せ
ず
、
疎
縦
あ
る
を
致
さ
ば
、
除
、
侍
衛
・
御
史
等
を
差
し
て
寧
獲
し
、
定
め

て
該
侍
郎

・
副
将

・
知
州
等
を
も
っ
て
、
分
別
し
て
巌
に
議
慮
を
加
え
ん
。
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と
あ
り
、
天
津
通
州
地
方
に
あ
り
て
は
、
無
頼
の
徒
が
賭
博
を
行
な
い
、
耕
牛
を
私
宰
す
る
な
ど
、
違
禁
の
行
詩
が
多
き
に
拘
わ
ら
ず
、
開
係

官
が
稽
査
し
な
い
た
め
、
落
正
帝
は
侍
衛
等
を
遁
わ
し
、
無
頼
の
徒
を
掌
獲
さ
せ
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。

以
上
、
述
べ
た
L

よ
う
に
、
天
子
は
侍
衡
を
各
方
面
に
汲
遣
し
て
情
報
を
入
手
し
、
あ
る
い
は
官
員
を
監
察
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
官
吏
や
軍
官

か
ら
も
諸
種
の
情
報
が
天
子
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
や
は
り
濁
裁
君
主
は
、

自
分
の
親
信
す
る
侍
衛
の
情
報
を
必
要
と
し

た
の
で
あ
る
。

四

侍
衛
の
選
出
と
候
件

侍
術
は
上
述
の
よ
う
に
、
天
子
の
股
肱
と
し
て
、
溺
裁
様
の
維
持
伸
張
に
、
重
要
な
投
目
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
出
身
・
選
出
の
方
語



に
も
特
殊
な
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
大
清
舎
典
(
光
緒
)
巻
八
二
、
侍
衛
慮
の
篠
に

上
三
旗
満
洲
蒙
台
子
弟
の
能
者
を
選
ん
で
侍
衡
と
な
す
。

と
見
え
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
挟
注
に
は
、
次
の
よ
う
に
詳
説
し
て
い
る
。

三
等
侍
衡
の
依
出
は
、
藍
倒
侍
街
・
雲
騎
尉
以
上
の
世
職
親
筆
校
・
前
鋒
校
を
以
て
補
放
す
。
藍
倒
侍
衡
の
依
出
は
、
侍
衡
慮
筆
帖
式
・

思
騎
尉
・
拝
唐
阿
・
親
箪
・
前
鋒
を
以
て
補
放
す
。
領
侍
衛
内
大
臣
よ
り
棟
選
引
見
す
。
宗
室
侍
衝
は
領
侍
衛
内
大
臣
よ
り
、
宗
人
府
を

曾
し
て
棟
建
引
見
す
。
叉
内
外
大
員
の
子
弟
、
京
官
文
職
、
三
品
以
上
、
武
職
、
二
品
以
上
、
外
官
皮
職
、
按
察
使
以
上
、
武
職
、
組
兵

以
上
、
及
び
緋
事
大
臣
兄
弟
子
孫
、
五
年
毎
に
軍
機
慮
よ
り
名
車
を
開
列
し
、

株
筆
圏
出
を
奉
じ
た
る
者
、
引
見
し
て
侍
衡
に
挑
補
す
。

定
額
無
し
。
満
洲
蒙
古
、
武
進
士
に
中
り
た
る
者
は
、
武
進
士
と
と
も
に
引
見
挑
取
す
。

つ
ま
り
、
侍
衝
は
上
三
旗
・
満
洲
・
蒙
古
子
弟
の
能
力
あ
る
者
、
宗
室
、
内
外
大
員
の
子
弟
、
武
準
土
に
合
格
し
た
者
の
う
ち
か
ら
選
出
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
そ
の
寅
例
に
つ
い
て
考
察
し
て
見
ょ
う
。

...;_ 49ー

世
宗
貫
録
巷
四
四
、
難
正
四
年
四
月
己
酉
の
僚
に

領
侍
衛
内
大
臣
等
に
識
す
。
候
思
う
に
、
三
旗
の
記
名
功
臣
の
子
孫
を
教
育
せ
よ
。
:
:
:
若
し
二
十
歳
以
上
の
曾
て
讃
寄
せ
ざ
る
者
は
、

護
軍
に
照
ら
し
て
四
南
鐘
糧
米
石
を
輿
え
、
捕
牲
執
事
人
の
慮
に
あ
り
て
行
走
せ
し
め
、
弁
び
に
養
馬
銭
を
給
し
、
優
な
る
者
は
卸
ち
用

い
て
侍
衡
と
な
す
べ
し
。

と
あ
り
、
三
旗
記
名
功
臣
の
手
孫
の
優
れ
た
才
能
を
有
す
る
者
が
、
侍
衡
と
し
て
蓮
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書
巻
六
四
、
難
正
五
年
十
二
月
甲

申
の
僚
に

兵
部
に
識
す
。
前
科
武
進
士
、
大
牢
は
皆
授
け
て
侍
衡
と
な
}し
た
り
。

と
あ
り
、
武
準
士
の
大
半
が
侍
衡
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
高
宗
寅
録
巻
一
七
七
、
乾
隆
七
年
十
月
壬
子
の
僚
に
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兵
部
奏
す
。
壬
民
科
武
進
士
は
侍
衡
に
補
授
せ
ん
と
。
旨
を
得
た
る
に
、

一
甲

一
名
、
買
廷
詔
は
授
け
て
頭
等
侍
衡
と
な
せ
。

二
名
李
世
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務
、
三
名
白
鍾
臓
は
授
け
て
二
等
侍
衡
と
な
せ
。
二
甲
周
廷
鳳
等
十
名
は
、
授
け
て
三
等
侍
衡
と
な
せ
。

三
甲
張
珍
等
十
七
名
は
、
授
け

て
藍
側
侍
衡
と
な
せ
。

と
見
え
、
武
準
土
は
そ
の
成
績
の
優
秀
な
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
の
侍
衡
に
選
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
東
筆
録
康
照
九
、
康
照
八
年
六
月
壬
申
の
僚
を
見
る
に

侍
街
蘇
爾
馬
は
者
奔
の
親
姪
に
係
る
。

と
あ
り
、
同
書
、
同
年
同
月
乙
亥
の
僚
に
は

其
(
理
藩
院
右
侍
郎
縛
克
託
)
子
侍
衛
布
額
園
は
、
普
奔
の
靖
に
係
る
。

あ
り
、
康
照
時
代
、
満
洲
貴
戚
、
繋
奔
の
女
婿
や
親
姪
が
侍
衡
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
清
稗
類
妙
巻
七

O
、
都
文
端
聯
句
限
死
字
に
は

郭
文
端
公
爾
泰
、
穆
人
を
以
て
侍
衡
に
充
て
ら
る
。

と
あ
り
、
薙
正
帝
の
も
っ
と
も
信
頼
し
た
満
洲
族
出
身
の
都
爾
泰
も
、
最
初
、
侍
衛
に
任
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
清
朝
の
天
子
が
満
洲
族
で
あ
る

以
上
、
同
県
に
天
子
の
股
肱
と
し
て
、
最
も
信
頼
し
た
も
の
は
、
満
洲
族
出
身
の
侍
街
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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な
お
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

た
と
い
漢
人
で
あ
っ
て
も
、
天
子
の
も
っ
と
も
親
信
す
る
漢
人
の
子
弟

一
族
の
者
が
、
侍
衛
に
任
ぜ
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
薙
正
株
批
識
旨
四
二
期
、
薙
正
入
年
五
月
二
十
二
日
の
僚
に

臣
(
李
衛
)
に
表
姪
部
品
位
あ
り
。
現
に
湖
北
岳
州
衛
の
守
備
に
任
ず
。
侍
衛
よ
り
補
放
せ
ら
れ
た
る
に
係
る
。

と
あ
り
、

や
は
り
、
薙
正
帝
の
三
羽
烏
の
一
人
と
い
わ
れ
た
李
衛
の
表
姪
、
部
詮
も
、
始
め
侍
衛
に
任
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
潅
正
株
批
議

旨
、
四
五
加
、
難
正
三
年
二
月
十
二
日
の
僚
に

臣

(
雲
貴
組
督
高
其
俸
)
が
弟
高
其
僚
、
武
進
士
よ
り
聖
恩
を
蒙
り
、
侍
衛
を
賞
授
せ
ら
る
。

と
あ
り
、
高
宗
寅
錬
巻
六
八

O
、
乾
隆
二
十
八
年
正
月
庚
子
の
僚
に
は

識
し
て
日
く
、
高
其
俸
の
孫
、
高
爆
は
現
に
世
職
に
係
り
、
侍
衛
上
に
あ
り
て
行
走
す
。
云
云
。



と
あ
り
、
高
其
悼
の
弟
“や
孫
が
、
侍
衡
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
高
其
俸
は
、
薙
正
帝
の
信
頼
し
た
漢
人
官
僚
の

一
人
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
侍
衡
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
憐
重
に
注
意
が
排
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
侍
衛
は
、
満
洲
族
天
子
を
護

衛
す
る
の
が
本
来
の
任
務
で
あ
る
か
ら
、
武
喜
に
秀
で
、
清
語
を
能
く
す
る
こ
と
が
必
須
篠
件
と
さ
れ
た
。
高
宗
貫
録
巻
三
六
七
、
乾
隆
十
五

年
六
月
乙
未
の
僚
に

訴
す
。
満
洲
奮
俗
、
馬
歩
射
・
清
語
を
以
て
要
と
な
す
。
従
前
肢
震
と
旨
を
降
し
て
訓
簡
す
。

し、

.満
洲
奮
俗
を
し
て
鹿
棄
せ
し
む
る
勿
か
れ
。
侍
衡
は
更
に
尋
常
武
員
の
比
す
べ
き
に
非
ず
。
馬
歩
射
は
尤
も
緊
要
に
闘
す
。
:
:
:
此

の
後
、
侍
衛
等
の
武
職
を
帯
領
し
て
引
見
す
る
と
き
、
朕
惟
だ
馬
歩
射
及
び
清
語
好
き
者
を
も
っ
て
録
用
せ
ん
。

と
あ
り
、
向
書
巻
一

四
三
、
乾
隆
六
年
五
月
丁
亥
の
僚
に
は

識
す
。
侍
衛
等
は
親
し
く
朕
が
射
に
随
い
、
内
廷
嘗
差
の
人
に
係
れ
ば
、
自
ら
麿
に
敬
ん
で
威
儀
を
慣
し
み
、
清
語
を
勤
習
し
、
騎
射
を

は
ず
か

演
練
し
て
、
方
め
て
蕨
の
職
を
呑
し
む
る
無
し
と
な
す
。

と
見
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
清
語
と
騎
歩
射
が
侍
衡
に
は
必
要
篠
件
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん、

で
、
再
三
上
識
を
設
し
て
訓
筋
し
た
の
で
あ
る
。
世
宗
貫
録
巻
六
五
、
薬
正
六
年
正
月
庚
辰
の
僚
に
は

大
臣
等
、

自
ら
宜
し
く
朕
が
旨
に
仰
遵

す
た
れ
て
来
た
の

-51 -

値
班
の
侍
衛
及
び
守
衛
の
護
軍
等
に
識
す
。
満
洲
の
奮
制
、
最
も
清
語
を
象
習
す
る
を
重
ん
ず
。
近
ご
ろ
挑
選
の
侍
衛
・
護
軍
等
を
見
る

よ
る

に
、
其
皐
習
の
清
語
を
棄
て
、
反
っ
て
漢
語
を
以
て
互
相
に
戯
謹
す
。
甚
だ
合
し
か
ら
ざ
る
に
属
す
。

と
あ
り
、

ま
た
同
書
巻
一
七
三
、
乾
隆
七
年
八
月
戊
申
の
僚
に

す
で

識
す
。
満
洲
人
等
、
凡
て
'行
走
斉
集
の
虚
に
遇
わ
ば
、
倶
に
宜
し
く
清
語
ず
ベ
し
。
行
在
の
慮
、
清
語
尤
も
緊
要
に
属
す
。
前
に
経
に
旨

を
降
し
て
訓
識
せ
り
。
近
日
、
南
苑
に
あ
る
侍
衛
官
員
兵
丁
は
、
倶
に
漢
話
を
説
う
。
殊
に
是
に
非
ざ
る
に
属
す
。
侍
衛
官
員
は
乃
ち
兵

丁
の
標
準
な
り
。
市
し
て
伊
等
が
漢
話
を
読
わ
ば
、
丘
(丁
等
何
を
以
て
法
に
数
わ
ん
。

嗣
後
、
九
て
行
走
持
集
の
慮
に
遇
わ
ば
、
大
臣
侍

衛
官
員
ょ
，り
以
て
兵
丁
に
及
ぶ
ま
で
、
倶
に
著
し
て
清
語
せ
し
め
よ
o

e此
れ
を
も
っ
て
通
行
廃
識
し
て
、
之
を
知
ら
し
め
よ
。
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と
あ
り
、
侍
衡
が
清
語
を
す
て
て
漢
語
を
日
常
使
用
す
る
こ
と
を
俸
え
て
い
る
。

ま
た
古
同
宗
貧
録
巻
入
七
九
、
乾
隆
三
十
六
年
二
月
丁
酉
の
篠

t主
識
す
。
本
日
、
朕
泰
山
に
登
る
。
前
引
鷲
縞
の
藍
矧
侍
衛
清
海
は
、
清
語
を
奏
劃
す
る
能
わ
ず
。
著
し
て
藍
矧
侍
衛
を
革
退
せ
し
め
よ
。

該
管
大
臣
、
務
め
て
属
す
る
所
の
人
等
を
も
っ
て
、
心
を
用
い
て
数
習
せ
よ
。
倫
し
の
お
清
語
を
諾
ん
ぜ
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
該
管
大
臣
を

も
っ
て
一
併
に
治
罪
せ
ん
。

と
見
え
、
清
語
を
解
し
な
い
侍
衡
を
革
退
せ
し
め
、
所
管
大
臣
に
最
筋
し
て
、
も
し
賂
来
か
く
の
如
き
こ
と
が
あ
ら
ば
、
該
大
臣
を
も
慮
罰
す

る
ぞ
、
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
侍
衡
が
清
語
を
解
し
な
い
こ
と
を
、
巌
筋
し
た
だ
け
で
な
く
、
侍
衡
が
天
子
の
前
で
漢
語
を
話
す
こ

と
も
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
同
宗
'
貫
録
巻
三
六
六
、
乾
隆
十
五
年
五
月
壬
午
の
僚
に

識
す
。
今
日
、
過
橋
の
後
、
侍
衛
等
の
漢
語
を
聞
け
り
。
夫
れ
侍
衡
は
御
前
に
あ
り
て
差
に
嘗
る
。
理
と
し
て
合
に
技
塞
に
熟
練
し
、
清

語
を
勤
習
す
ベ
し
。
従
前
の
気
習
流
壊
す
。
股
曾
て
屡
ミ
訓
旨
を
頒
て
り
。
今
よ
り
之
を
観
る
に
、
但
だ
に
改
易
す
る
能
わ
ざ
る
の
み
な

ら
ず
、
反
っ
て
龍
浪
を
加
え
、

刻
薄
の
一言
語
を
編
造
す
。
山
一旦
侍
街
等
宜
し
き
所
な
ら
ん
や
。

此
の
次
は
、
朕
恩
を
施
し
て
寛
免
す
。
嗣

ゆ
る

後
、
如
し
釘
お
、
此
等
の
悪
習
あ
ら
ば
、
重
責
し
て
貸
さ
ず
。
此
れ
を
も

っ
て
侍
街
等
に
逼
諒
せ
よ
。
:
:
:
侍
衡
を
し
て
朕
が
前
に
あ
り

て
漢
語
せ
し
む
る
は
、
甚
だ
是
に
非
、
ざ
る
に
属
す
。
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と
見
え
て
い
る
。
清
朝
天
子
は
、
早
く
よ
り
漢
語
を
理
解
し
、
習
熟
し
て
い
た
か
ら
、
侍
衡
が
い
か
な
る
漢
語
を
話
し
て
も
、
そ
れ
を
す
ぐ
諒

解
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
身
に
危
険
を
感
ず
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
漢
語
を
禁
止
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
清
朝

は
あ
く
ま
で
も
満
洲
民
族
で
あ
り
、
征
服
王
朝
で
あ
る
。
満
洲
民
族
と
し
て
の
瞳
面
か
ら
、

に
は
漢
語
を
禁
じ
、
清
語
の
使
用
を
強
制
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
満
洲
の
園
粋
保
存
の
立
場
か
ら
、
侍
街

な
お
侍
衛
の
武
塞
に
劃
し
て
も
、
天
子
は
と
く
に
閥
心
を
寄
せ
、
彼
等
の
武
襲
を
関
賢
し
て
こ
れ
を
契
潤
し
て
い
る
。
葉
華
積
銀
、
戒
望
玉

ム
ハ
、
成
型
九
年
四
月
丙
寅
の
帳
に



上
、
含
輝
棲
に
御
し
、
侍
衡
の
騎
射
を
闘
す
。

と
あ
り
、
東
華
績
録
、
同
治
九
九
、
同
治
十
三
年
二
月
甲
午
の
僚
に・も

上
、
再
び
紫
光
閣
に
御
し
、
侍
衛
等
の
騎
射
を
闘
す
。

と
見
え
て
い
る
。
侍
衛
を
し
て
常
に
軍
事
訓
練
を
施
さ
也
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
清
稗
類
紗
巻
二
二
、

る。

八
旗
侍
衛
敢
場
の
保
に
詳
説
さ
れ
て
い

五

侍

衡

の

地

位

高
宗
貫
録
巻

一一一一一
七
、
乾
隆
五
十
年
三
月
乙
亥
の
篠
に

識
す
。

向
来
満
洲
世
僕
等
、
侍
衛
、
奔
唐
阿
は
近
御
差
使
た
る
を
以
て
、
現
て
最
柴
と
な
す
。
侍
衛

・
拝
唐
阿
を
挑
遺
す
る
の
時
に
於
い
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て
は
、
則
わ
ち
甚
だ
欣
願
す
。

、と
あ
り
、
侍
衛
は
奔
唐
阿
と
と
も
に
、
天
子
に
側
近
す
る
職
官
の
故
に
、
最
も
楽
器
あ
る
地
位
と
さ
れ
た
。
ま
た
清
朝
野
史
大
観
巻
三
、
服
制

の
僚
に
は

清
朝
の
侍
衡
は
皆
冠
上
に
於
い
て
、
孔
雀
開
を
帯
す
。
目
畳
の
多
寡
を
以
て
品
の
等
紐
と
な
す
。
武
臣
の
提
督
及
び
綿
兵
官
も
亦
た
賜
う

者
あ
り
。
後
、
文
臣
の
督
・
撫
も
亦
た
或
い
は
賜
を
蒙
る
。
之
を
得
る
者
、
以
て
築
と
な
す
。

と
あ
り
、
侍
衛
は
冠
の
上
に
、
孔
雀
伺
を
つ
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
が
、
武
臣
の
提
督

・
組
兵
官
や
、
文
官
の
穂
督

・
巡
撫
も
後
に
は
、

之
を
賜
わ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
甚
だ
祭
器
と
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
以
て
見
て
も
、
賞
時
、
侍
衛
が
社
舎
的
に
柴
血
管
あ
る
地
位
と
し
て
い

か
に
隼
ば
ーれ
て
い
た
か
が
想
像
さ
れ
る
。

侍
衝
は
社
曾
的
に
傘
崇
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
経
済
的
に
も
ま
た
優
遇
さ
れ
て
い
た
。
高
宗
貫
録
巻
九
九
、
乾
隆
四
年
八
月
美
卯
の
僚
に

識
す
o

e
御
前
侍
衛
・
乾
清
門
侍
衛
・
批
本
の
人
員
は
、
倶
に
毎
日
内
廷
に
あ
り
て
行
走
嘗
差
す
。
著
し
て
戸
部
庫
内
の
飯
銀
を
も
っ
て
、
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毎
年
一
高
雨
を
賞
給
せ
し
め
よ
。

と
あ
り
、
侍
衛
は
俸
制
の
ほ
か
、
特
に
毎
年
飯
銀
を
賞
給
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
同
書
巻
一

三
三
、
乾
隆
五
年
十
二
月
丁
巳
の
僚
に
は

議
し
て
日
く
、
内
廷
の
侍
衛
等
、
守
衛
庖
従
す
。
差
務
較
ミ
繁
な
り
。
前
に
世
宗
憲
皇
帝
の
特
恩
を
蒙
り
、

毎
旗
各
ミ
馬
銭
一
百
分
を
賞

給
せ
り
。
朕
剖
位
以
来
、
部
員
に
は
則
わ
ち
俸
様
を
加
増
じ
、
旗
員
に
は
則
わ
ち
養
廉
銀
商
・
随
甲
銭
糧
を
賞
給
せ
り
。
侍
街
等
に
至

つ

て
は
、
若
し
家
計
維
れ
叩
撤
す
れ
ば
、
嘗
差
未
だ
措
据
す
る
を
免
れ
ず
。
著
し
て
恩
を
加
え
て
、

一
概
に
馬
銭
を
賞
給
せ
よ
。

と
あ
り
、
侍
衡
に
は
馬
銀
が
特
別
に
支
給
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
同
章
一回巻

一
四
二
、
乾
隆
六
年
五
月
丙
子
の
僚
に
、
木
蘭
巡
幸
に

つ
い
て
述
べ

て

い
る
が
、

そ
の
中
に

属
従
の
侍
衛
章
京
等
、
躍
に
分
別
賞
賜
を
行
う
ベ
し
。
乾
清
門
侍
衡
・
大
門
侍
街
・

奔
唐
阿
・
饗
儀
衛
章
京

・
奏
事
批
本
人
員

・
管
綿

・

護
軍
参
領
・
包
衣
護
軍
参
領
は
、
各
ミ
銀
三
十
雨
を
賞
す
。

と
あ
り
、
侍
衛
等
に
は
そ
れ
ぞ
れ
賞
銀
三
十
雨
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
さ
ら
に
こ
れ
に
績
い
て

員
を
波
し
て
歩
箭
を
射
す
る
を
閲
せ
し
め
、
其
侍
衛
章
京
の
五
箭
に
中
つ
る
者
に
は
、
銀
十
南
を
賞
し
、

四
箭
に
中
つ
る
者
に
は
七
雨
、
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箭
に
中
つ
る
者
に
は
五
雨
。

と
あ
り
、
木
蘭
で
は
侍
衛
ら
に
歩
射
を
行
わ
せ
、
そ
の
成
績
に
よ
っ

て
、
賞
銀
を
支
給
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
巻
三
八
二
、
乾
隆
十
六
年
二
月

乙
亥
の
僚
に
は
、
乾
隆
帝
の
南
巡
の
際
の
賞
銀
に
つ
い
て

陪
従
の
頭
品
以
下
、
一
二
品
以
上
の
文
武
大
臣
等
に
は
、
宇
年
の
俸
銀
を
賞
し
、
四
品
堂
官

・
侍
街
・
饗
儀
衛
・
章
京
等
に
は
銀
四
十
南
を

賞
す

と
あ
り
、

侍
衛
に
は
四
十
雨
と
い
う
相
賞
多
額
の
賞
銀
を
支
給
し
て
い
る
。

に
、
都
に
お
い
て
は
、
飯
銀
・
馬
銭
が
支
給
さ
れ
、
天
子
が
巡
幸
す
れ
ば
、
そ
の
度
に
多
額
の
賞
銀
を
賜
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
侍
衡
が
天
子
の

か
よ
う
に
、

侍
衝
は
天
子
に
側
近
し
、

こ
れ
を
護
衛
す
る
た
め

間
諜
と
し
て
地
方
に
汲
遣
さ
れ
、
任
務
を
果
た
し
て
都
に
謂
っ
た
時
な
ど
に
も
、
恐
ら
く
天
子
か
ら
手
厚
い
賞
銀
が
輿
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ



う
な
お
賜
輿
に
閲
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
左
の
記
載
で
あ
る
。

定
例
、
坤
寧
宮
祭
神
の
酢
肉
は
、
皆
侍
衛
に
賜
い
て
分
食
せ
し
め
、
以
て
朝
餐
に
代
ら
し
む
。
蓋
し
古
の
散
一帽
の
意
な
り
。

巻
三
、
貴
臣
之
訓
〉

(
噺
亭
績
録

つ
ま
り
、
坤
寧
宮
す
な
わ
ち
皇
后
の
宮
般
で
神
を
祭
る
際
に
供
え
た
鮮
肉
を
、

み
な
侍
衝
に
分
輿
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
侍
衛
に
天
子
の
擬
制

的
・
家
族
的
な
意
識
を
輿
え
、
天
子
の
恩
恵
を
深
く
感
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
、
侍
衝
は
天
子
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
優
遇
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
官
職
の
上
で
も
、
特
別
な
配
慮
が
な
き
れ
て
い
た
ら
し
い。

難
正
帝
に
も
っ
と
も
信
頼
さ
れ
、
後
に
は
大
皐
土
に
陸
っ
た
郡
爾
泰
が
侍
衛
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
。
な
お
東
華
録
康
照
九
、
康

照
八
年
入
月
甲
申
の
僚
に
は

是
れ
よ
り
先
、
吏
部
侍
郎
索
額
園
、
侍
郎
の
任
を
解
か
ん
こ
と
を
請
い
、
侍
衡
と
な
り
て
数
カ
せ
ん
こ
と
を
願
う
や
上
、
之
を
允
し
、

等
侍
衡
を
授
く
。
是
に
至
り
て
、
索
額
園
に
命
じ
、
内
園
史
院
大
皐
土
と
な
す
。
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と
あ
り
、
侍
衛
索
額
圃
が
後
に
内
園
史
院
大
皐
土
に
陸
さ
れ
た
こ
と
を
俸
え
て
い
る
。
以
上
は
二
一
の
例
を
示
し
た
の
に
す
ぎ
ぬ
が
、
侍
衡
か

ら
高
官
に
陸
っ
た
例
も
多
く
見
出
さ
れ
る
。
侍
衡
は
天
子
の
も
っ
と
も
信
頼
す
る
臣
僚
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
か
ら
多
く
の
高
官
が
輩
出
し
て

も
、
別
に
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
、
こ
う
し
て
、
侍
衡
と
な

っ
で
い
る
う
ち
に
‘
天
子
は
彼
等
に
特
別
な
恩
恵
を
施
し
、
天
子
と
の
聞
に
、
主
従
の
親
近
感
を
感
得

さ
せ
る
。
然
る
後
、
一
定
の
任
期
が
移
る
と
、
文
官
、
武
官
と
し
て
外
部
に
出
て
ゆ
か
せ
る
し
く
み
に
な

っ
て
い
た
。

こ
う
い
う
文
武
官
を
諸

方
に
配
置
し
て
他
の
文
武
官
を
監
視
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、
侍
衛
設
置
の
一
つ
の
ね
ら
い
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
、
清
朝

の
天
子
は
、
侍
衛
お
よ
び
侍
街
出
身
の
文
武
官
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
入
手
し
、
濁
裁
権
の
伸
張
に
資
し
た
の
で
あ
る
。
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侍

街

の

崩

壊

高
宗
賓
録
巻
六
九
七
、
乾
隆
二
十
八
年
十
月
壬
寅
の
僚
に

識
す
。
藤
義
廉
恥
は
官
に
居
る
者
の
立
身
の
要
な
り
。
妄
に
騎
縦
を
行
う
べ
か
ら
ず
と
難
も
、
亦
た
雁
に
自
ら
過
卑
に
慮
り
て
以
て
慌
を

上
司
に
取
る
の
計
を
な
す
べ
か
ら
ず
。
侍
衡
及
び
満
漢
部
属
の
如
き
、
堂
官
と
接
見
し
て
事
を
回
す
に
、
倶
に
一
定
の
鰻
制
あ
り
。
遵
行

巳
に
久
し
く
、
人
の
共
に
知
る
所
な
り。

近
ご
ろ
聞
く
に
、
侍
街
・
部
院
司
官
内
に
、

該
堂
官
を
見
る
に
、
親
ち
一
一
膝
を
屈
す
る
を
行
う

者
あ
り
。
或
い
は
更
に
懇
求
の
事
及
び
本
身
梢
ミ
懲
尤
を
負
う
に
よ
り
、
即
ち
、
免
冠
叩
首
す
る
者
あ
り
。
途
次
相
過
う
に
至
つ
て
は
、

彼
此
乗
馬
、
属
官
寛
に
下
馬
を
行
う
者
あ
り
。

定
例
に
於
い
て
甚
だ
錯
謬
と
な
す
。

と
あ
り
、
乾
隆
の
中
頃
に
な
る
と
、
侍
衛
の
中
に
は
、
懇
求
の
こ
と
、
あ
る
い
は
本
人
の
過
失
罪
答
の
た
め
に
、
お
い
め
を
感
じ
、
堂
官
に
接

見
す
る
に
、
免
冠
叩
首
す
る
等、

は
な
は
だ
卑
屈
な
態
度
を
と
る
者
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
す
で
に
侍
衛
の
綱
紀
が
弛
緩

し
て
、
枇
舎
か
ら
も
軽
硯
さ
れ
る
よ
う
な
風
潮
が
出
て
来
た
ら
し
い
。
同
書
巻
一
二

一一七
、
乾
隆
五
十
年
三
月
乙
亥
の
僚
に
は
、
侍
衡
・
奔
唐
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阿
の
挑
取
に
つ
い
て
、
従
来
は
、
侍
衛
・

奔
唐
阿
に
え
ら
ば
れ
る
こ
と
を
最
も
光
栄
と
し
た
と
い
い
、
そ
れ
に
績
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

近
来
、

在
京
文
武
大
臣
及
び
外
任
大
臣
の
官
員
子
弟
、

多
く
館
に
あ
り
て
行
走
す
る
あ
り
。

否
ら
ざ
れ
ば
則
ち
揖
納
し
て
、

文
職
を
園

り
、
且
つ
伊
が
父
兄
の
任
所
に
眼
随
し
て
安
逸
な
ら
ん
こ
と
を
翼
う
。
侍
街
・
奔
唐
阿
に
挑
取
せ
ら
る
る
を
願
わ
ざ
る
者
甚
だ
多
し
。
是

を
以
て
侍
衛
・
奔
唐
阿
を
挑
取
す
る
時
、
人
を
得
る
能
わ
ず
。
成
丁
に
至
る
に
及
ん
で
、

向
お
差
に
嘗
ら
ず
。

在
任
日
久
し
く
、
並
び
に

清
語
・
騎
射
技
塞
を
皐
ば
ず
。
満
洲
の
奮
俗
を
贋
棄
す
る
に
至
れ
り
。

つ
ま
り
、
乾
隆
の
末
年
に
至
る
と
、
満
洲
官
員
の
子
弟
が
清
語
・
騎
射
を
皐
び
、
侍
衡
に
な
る
こ
と
を
き
ら
い
、
天
子
の
園
書
館
に
勤
務
し
、

あ
る
い
は
摘
納
し
て
、
文
官
に
な
る
こ
と
を
希
墓
す
る
者
が
多
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
た
め
に
、
侍
衡
に
は
往
昔
の
よ
う
に
、
適
任
者
を
う
る
こ



と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
清
朝
の
天
子
に
と
っ
て
は
、
由
々
し
き
重
大
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
侍
衝
の
質
が
低
下

し
、
官
員
を
議
察
す
べ
き
地
位
に
あ
る
侍
衛
が
、
官
員
と
結
託
し
て
汚
職
を
も
起
こ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
同
書
巻
一

O
六
人
、
乾
隆
四
十
三
年

九
月
丙
午
の
僚
に

侍
衛
縛
克
託
に
至
っ
て
は
、

る。

解
玉
の
員
に
係
る
。
高
撲
、

既
に
其
に
託
し
て
物
件
を
矯
帯
す
。

自
ら
亦
た
一
気
を
通
同
す
る
の
人
に
係

と
見
え
る
。
高
撲
は
満
洲
出
身
の
大
皐
土
高
斌
の
孫
、
慧
賢
皇
貴
妃
の
姪
で
あ
る
。
正
白
旗
満
洲
副
都
統
、
粂
署
躍
部
侍
郎
と
な
り
、

葉
爾
品
売

に
駐
し
て
い
た
時
、
多
量
の
玉
石
を
回
民
に
割
り
つ
け
て
私
採
し
、
こ
れ
を
蘇
州
等
に
運
び
、
商
人
と
結
託
し
て
、
莫
大
な
利
盆
を
計
ろ
う
と

@
 

し
た
。
回
民
の
控
告
に
よ
り
、
:
こ
の
大
疑
獄
事
件
は
護
費
し
、
高
撲
は
草
職
さ
れ
巌
罰
に
慮
せ
ら
れ
た
。
侍
衛
縛
克
託
は
こ
の
高
撲
と
遁
同
し

て
、
彼
の
た
め
玉
石
を
内
地
に
運
ぶ
役
を
引
請
け
た
。

玉
石
を
私
運
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
内
地
へ
の
途
上
に
お
け
る
税
関

で
、
ひ
っ
か
か
る
危
険
が
あ
る
。
そ
こ
で
高
撲
は
、
侍
衛
を
仲
間
に
引
き
入
れ
、
そ
の
権
勢
を
利
用
し
て
、
税
関
そ
の
他
に
お
け
る
検
闘
を
免

れ
よ
う
と
計
っ
た
も
の
ら
し
い
。
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乾
隆
時
代
に
入
る
と
、
侍
衛
の
不
鮮
事
件
が
め
だ

っ
て
多
く
な
る
。

同
書
巻
二
二
八
九
、
乾
隆
五
十
六
年
十
月
辛
未
の
篠
に

各
巴
圃
魯
・
侍
衛
・
章
京
等
、
各
省
を
経
過
す
る
に
、
沿
途
倶
に
需
索
の
事
あ
り
。
而
し
て
承
緋
の
各
員
、
其
擾
累
を
畏
れ
、
亦
た
遂
に

相
手
い
て
館
建
雁
酬
す
れ
ば
、
則
ち
緋
差
の
家
人
・
長
随
等
も
、
必
ず
調
を
藷
り
て
影
射
し
、
任
意
開
錯
し
、
藷
り
て
襲
業
を
肥
や
す
に

至
る
。

と
あ
り
、
侍
衛
等
が
各
省
で
需
索
を
行

っ
た
結
果
、
そ
の
影
響
が
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
書
巻
四

O
九
、
乾

隆
十
七
年
二
月
甲
寅
の
僚
に

識
す
。
兵
部
奏
す
ら
く
、
例
に
遣
い
、
私
に
民
人
の
地
畝
を
典
興
す
る
を
行
い
た
る
坐
蓋
の
侍
衛
俳
保
を
も
っ
て
草
職
留
任
せ
ん
。
軍

管
に
前
往
し
て
効
力
せ
し
む
べ
き
や
否
や
等
の
語
あ
り
。
併
保
は
乃
ち
有
罪
の
人
な
り
。
尋
常
に
軍
管
に
汲
往
す
る
者
の
比
す
べ
き
に
非

一177
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ず
。
嘗
に
期
満
つ
る
を
侯
ち
、
多
く
軍
告
に
留
む
る
こ
と
数
年
、
効
力
瞭
罪
せ
し
む
べ
し。

と
あ
り
、
侍
衡
が
例
に
違
い
、
民
人
の
土
地
を
典
興
す
る
な
ど
、
乾
隆
時
代
に
は
、
侍
衡
の
不
鮮
事
件
が
績
出
し
て
い
る
。

か
よ
う
に
、
乾
隆
時
代
に
な
る
と
、
侍
衡
の
綱
紀
が
ゆ
る
ん
で
き
た
。
乾
隆
時
代
は
、
外
園
か
ら
多
量
の
銀
が
流
入
し
、
経
済
界
は
未
曾
有

の
好
景
気
に
恵
ま
れ
、
財
政
も
豊
富
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
卒
和
が
打
ち
績
き
、
文
化
も
隆
盛
の
絶
頂
に
あ
り
、
清
朝
の
黄
金
時
代
と
い
わ

れ
る
。
し
か
し
仔
細
に
観
察
し
て
み
る
と
、
侍
衡
の
綱
紀
弛
緩
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

濁
裁
権
に
も
、
す
で
に
ひ
び
が
入
り
つ

つ
あ
っ

た
。
侍
衛
崩
壊
の
兆
し
は
、
端
的
に
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
潅
正
時
代
に
伸
張
の
絶
頂
に
達
し
た
猫
裁
権
は
、
乾
隆
の
中
頃
か
ら
'
次
第
に
下

り
坂
に
向
う
の
で
あ
る
。
清
朝
に
お
け
る
君
主
濁
裁
権
の
設
展
は
、
侍
衡
の
護
展
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

註①
服
部
字
之
官
「
歴
史
上
よ
り
観
た
る
官
官
」
(
「
支
那
研
究
」
所
牧
)

②
発
正
隊
批
論
旨
一
六
冊
武
格
の
臨
時
に
よ
れ
ば
、
武
格
は
務
正
七
年
四
月

に
は
す
で
に
、
西
安
巡
撫
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
官
職
が
ど
こ
ま
で

進
ん
だ
か
は
分
ら
な
い
。
そ
の
前
任
は
、
曾
て
侍
衡
で
あ
っ
た
こ
と
は
注

背
3
9
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

③
奔
暦
何
回
阻
止

2
m
m印
浦
和
辞
典
に
よ
れ
ば
、
「
公
事
に
奥
り
た
る口問

級
な
き
小
役
人
」
と
い
い
、
大
漢
和
字
典
に
は
「
消
代
、

皇
帝
行
幸
の
と

き
、
順
路
を
検
分
し
、
先
駆
を
な
す
者
」
と
説
明
し
て
い
る
。
奔
唐
阿
の

職
勢
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
検
討
す
る
徐
地
が
あ
る
が
、
侍
術
な
ど
と

① 
と
も
に
天
子
に
接
近
す
る
機
曾
の
多
い
も
の
で
、
こ
こ
か
ら
天
子
の
間
諜

と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

世
宗
質
鎌
倉
四
五
、
務
正
四
年
六
月
己
丑
。

議
諸
王
大
臣
等
。

従
古
帝
王
之
治
天
下
。
皆
告一
口
理
財
用
人
。
験
思
舟

人
之
関
係
。
更
在
理
財
之
上
。
果
任
用
得
人
。
叉
何
患
財
之
不
理
。

事
之
不
郷
乎
。

清
史
列臨時単位一

六
、
高
撲

(
昭
和
四
十
三
年
八
月
二
十
一
日
稿
了
。
本
稿
は
文
部
省
科
撃
研
究

費
「
明
代
兵
制
の
研
究
」
研
究
途
上
の

一
副
産
物
で
あ
る
。)

③ 
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